
生産緑地買取申出に対する買取りフロー

主たる従事者証明

買取申出者 農業委員会

受理証明  買取申出書

 買取申出書の写しの送付

市　　　長

買取希望照会

市事業主体 地方公共団体等

　回答

市

買取判定会議
申出受付日から１ヶ月以内

買取る場合 買取らない場合

市長 市長

 買取る旨の通知  買取らない旨の通知

農業委員会

買取申出者 買取申出者 他の農業者への斡旋

 買取価格の調整  結果報告

 売買契約の締結 市長

 所有権移転

 斡旋不調の場合  斡旋成立の場合

市事業主体  生産緑地解除通知  売買契約の締結

 結果報告  所有権移転

申出受付日　　
から３ヶ月後市長 買取申出者 生産緑地継続

都市計画変更手続 都市計画変更手続


